
NO 主な質問・意見の概要 回答

1

学校規模が小さい方が「きめ細かな教育」に
資するものであるにも関わらず、小中を併せ
た700名を超える学校を設置することには反
対。

2

無理な学校数削減を進めて学校を大規模化す
るのではなく、きめ細かな環境を確保でき
る、小さな規模で学校を維持することを求め
る。

3

推計値においては、桜山小学校及び真駒内中
学校の児童生徒数が738名とされているが、
ここには駒岡小学校と真駒内公園小の児童数
は含まれておらず、こうした児童の入学を認
める場合、800名を超えるような大規模な学
校になるものと思われる。大規模校の設置は
時代に逆行している。

4

全国では、大規模な学校において子どもに目
が行き届かなくなり、ストレスからいじめや
自殺が相次いだ事例もあり、また小中一貫校
から従来の小中別に戻そうという自治体もあ
るため、小中一貫校については反対であり、
白紙撤回してほしい。

5

子供たちの成長は同世代の集団で育むべきも
のであり、小中学校を併せるべきではない。

6

真駒内中学校の移転により駅前再開発が進む
ことが期待できることから、まちづくりの面
からも義務教育学校の設置に賛成。

義務教育学校の設置に期待を寄せていただき
ありがとうございます。期待に答えられるよ
うな学校づくりを進めてまいります。

ホームページで頂いたご質問・ご意見への回答

「札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関
する基本方針」では、適正な学校規模につい
て、小学校は「18～2４学級、少なくとも
12学級以上」、中学校は「12～18学級、
少なくとも6学級以上」としております。
また、義務教育学校としての学校全体の規模
としては、学校教育法施行規則において、
『義務教育学校の学級数は18学級以上27学
級以下を標準とする』とされており、仮に
800名を超えたとしても標準内の規模である
限りにおいては、義務教育学校として十分機
能するものと認識しております。真駒内地区
の義務教育学校においても、きめ細かな指導
や子ども理解の充実を図り、子ども一人一人
が「自分が大切にされている」と実感できる
学校づくりを進めていきます。
一方で、地域の皆様の中には義務教育学校を
つくることについて不安を感じておられる方
がいらっしゃることもわかりました。例え
ば、スクールカウンセラーの配置についても
要望をいただいているところです。今後、御
要望に耳を傾けながら、対応について検討さ
せていただきます。

上記の通り、標準内の規模であれば、義務教
育学校として十分機能するものと認識してお
ります。
また、義務教育学校になることで教員数が減
ることはなく、むしろ小中教員の多様な視点
で子どもの良さを踏まえ支援することができ
ます。
加えて、義務教育学校においては、小学校段
階と中学校段階の９年間をひとまとまりとし
て捉えることにより、従前の同世代の集団で
の学ぶ機会に加え、より多様な児童生徒や教
職員と関わる機会が増えることから、集団
性、社会性の育成にも繋がると考えます。
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7

真駒内義務教育学校の「決定」はいったん白
紙とし、「検討委員会」での十分な議論をへ
て地域の合意が得られたと公平に判断できる
までは、基本設計や用地買収を含めた計画そ
のものを中止するよう求める。

8
真駒内地区に計画している義務教育学校の設
置について拙速に推進、設置することについ
て反対。

9

「真駒内まちづくり」の計画策定が迫ってき
ていることから、義務教育学校設置の説明会
を開くことなく資料をウェブサイトに公開
し、質問や意見を徴取することで代え、開設
スケジュールを間に合わせようとしているの
ではないか。

10

今後、市の説明会を、子どもたちや保護者、
地域住民の参加が十分に保障された形で複数
回開催してほしい。（他４件）

真駒内地区の義務教育学校に関する説明会に
つきましては、新型コロナウイルス感染症の
感染状況を鑑み、やむなく中止をさせていた
だいておりましたが、感染状況が落ち着いて
きたことから、4/26、5/12、5/22の３回
開催させていただきます。詳細につきまして
はHP等でご確認ください。

11

説明会の開催をもって地域住民の合意が得ら
れたとせず、「検討委員会」を設置し、義務
教育学校化の是非も含め十分な議論を重ねる
ことや、「検討委員会」を公募して地域住民
が議論に参加できる枠組みとすることを求め
る。

12

当該校区での校舎整備にあたっては、「義務
教育学校」だけでなく、「その他の学校の類
型・実践例など」も示し、子ども・保護者・
学校関係者・地域の要望をふまえることを前
提として進めてほしい。

13

学校は地域のものであり、地域の子どもたち
など住民が日々、末永く利用するものである
ことから、子どもの権利条例に基づき、子ど
もたちの意見も聞くべき。

是非とも学校づくりには子どもたちにも参加
してもらいたいと考えております。手法も含
めて今後検討してまいります。

14
整備する第二グラウンドは学校敷地から信号
を二つ渡らなければならない辻向かいの土地
であり、安全性に懸念がある。

15

「第2グラウンドを整備」とあるが、≪「多
くの児童生徒が道路を横断するのは運用上・
安全上ともに望ましくありません」≪
2016・10・20「芸術の森部会ニュー
ス」・常盤中学校と芸術の森小学校校舎を一
体化する案について事務局（教育委員会）回
答≫と矛盾するのではないか 。

真駒内桜山小学校、真駒内中学校ともに築
50年を経過し、施設の老朽化が進んでいる
ことから、出来るだけ早期に施設を新たにし
て、子どもたちの良好な教育環境を確保する
必要があります。また、真駒内中学校の移転
については、真駒内駅前地区のまちづくり計
画と連動していることからも、義務教育学校
の新築に向けた基本設計や用地買収等につき
まして、計画どおりに進めてまいりたいと考
えております。一方で、保護者や地域の方々
のご不安の解消やより良い学校づくりに向
け、説明会や協議会などで十分に地域の方々
と意見交換を行いたいと考えております。

義務教育学校の設置に向けた組織として、学
校やPTA、地域の方からなる協議会を設置し
て、より良い学校づくりに向けて取り組みた
いと考えております。参加者の選定方法につ
いては、学校やPTA、地域と相談しながら進
めてまいりたいと考えております。

第二グラウンドの活用にあたっては、学校と
協議をしながら児童生徒の安全確保に取り組
んでまいります。
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16

義務教育学校のデメリットを十分説明してい
ないのではないか。
デメリットは何で具体的にどのように対策を
していくのか。（他２件）

義務教育学校の課題の一つとして小６段階で
のリーダーシップの育成が挙げられます。他
都市においては、当該課題の解決に向けて指
導の区分を１～４年、５～７年、８・９年生
と分け、各段階でリーダーシップを育てるな
どの工夫により対応している事例がありま
す。
その他一部の市町村では、転出入者への学習
指導上、幅広い学年の子どもが同居すること
に伴う生徒指導上への対応を課題として挙げ
ているところもあります。
転出入については、札幌市の義務教育学校に
おいては、転出入の課題を踏まえ、学年ごと
の指導内容の入れ替えを行わないこととして
おります。また、生徒指導上の面において
は、他都市視察で、幅広い異年齢集団による
活動を推進することが学校全体の生徒の落ち
着きに繋がる事例を確認しております。今
後、こうしたことも踏まえながら、十分に学
校とも相談して、より良い学校づくりを目指
してまいります。

17

義務教育学校化は真駒内桜山小学校以外の学
校の児童にとっては、転入学のような形に
なってしまうが、この場合、中１ギャップの
助長に繋がるのではないか。

札幌市においては、令和４年度から全市で小
中一貫した教育を中学校区を基礎単位として
取り組むこととしており、真駒内地区の義務
教育学校は駒岡小をパートナー校と設定いた
します。こうした中で円滑な入学にも繋がる
よう取組を進めます。また、一部不整合と
なっている校区の取り扱いについては、これ
からの検討となりますが、中学校段階から義
務教育学校に通学することが見込まれる児童
につきましては、小学校段階から義務教育学
校に通う選択を可能とすることも予定してお
ります。
加えて、そのほかの転入学者についても不安
なく学校生活に入れるような配慮について検
討を進めてまいります。

18

義務教育学校の設置方針や真駒内桜山小学校
と真駒内中学校の校舎の合築についてはい
つ、だれが、どのような検討を基に決定した
のか。

校舎の合築については、令和２年２月に策定
した札幌市小中一貫した教育基本方針を受
け、施設の老朽化状況や通学区域、将来的な
小中一貫校化の検討が可能となることから、
子どもたちにとってより良い教育環境を確保
するため、令和２年３月の教育委員会会議に
おいて、整備方針を決定しました。
また、義務教育学校の設置方針については、
札幌市小中一貫した教育基本方針の第７章に
基づき検討を進め、令和３年３月の教育委員
会会議において、設置方針を策定しました。
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19

小中一貫校になった場合、校舎設備や教員配
置が不十分になるのではないか。（他１件）

義務教育学校は小中を一つの学校とします
が、教員配置数は通常の小中学校と同様、小
学校段階、中学校段階それぞれの児童生徒数
に応じて算出することから十分な教員をしっ
かりと配置してまいります。
また、校舎設備につきましても、学習に必要
な設備等を整備するとともに、義務教育学校
の特色を生かす校舎づくりを行ってまいりま
す。

20

札幌市では公共施設の面積を削減する計画を
持っており、義務教育学校化は学校数削減に
よる建設費や教員数削減を含めた効率化のた
めの施策ではないのか。

義務教育学校はあくまでもよりよい学校づく
りを目指すものであり、公共施設の面積の削
減を目的に実施するものではありません。

21

真駒内中学校の方が敷地面積は広く、また、
常盤中学校、芸術の森小学校などの敷地など
に比べても桜山小学校敷地はかなり狭いと思
うが、なぜ候補地になったのか。

真駒内中学校は、真駒内駅前地区まちづくり
推進事業の一環として、真駒内駅前地区にお
いて改築を予定していましたが、真駒内駅前
の改築予定地は約18,800㎡と小さく不整形
地でした。
真駒内桜山小学校の敷地は、校区の中心に近
いことや、約21,600㎡で整形地であるこ
と、第２グラウンドを確保できる見通しで
あったことが建設地とした理由でございま
す。

22
真駒内桜山小に設置されている通級指導教室
は義務教育学校にも設置されるのか。

通級指導教室は、義務教育学校にも設置予定
です。

23

「札幌市では校舎一体で一つの学校として運
営する義務教育学校は、小中一貫した教育を
最も効果的に実施できる形と考えている」と
いう主張の根拠について詳しく説明してほし
い。

小中学校が一体となる義務教育学校において
は、小中学校の枠を超えて教員が指導を行う
ことや、９年間の連続した学びの展開などの
具体的な取組に着手しやすいことから、通常
の小中学校に比べ効果的に実施することがで
きるものと認識しております。

24

中１ギャップが解消と主張しているようだ
が、具体的に何がどのように解消されるのか
数値と事例を提示すべき。

義務教育学校のメリットは資料にあるとお
り、札幌市の小中一貫した教育推進の４つの
視点での教育活動が効果的に実施できること
と認識しております。もちろん、小学校段階
から中学校段階を見据えることや例えば、小
学校高学年から教科担任制にするなどの取組
により円滑に中学校段階に進級することにも
資するものと考えます。

25

小中学校を併せるときめ細かな指導ができる
とのことだが、具体的にどういうことなの
か。

小学校１年生段階から中学校３年生段階の９
年間を通して、一人一人の子どもの学びや成
長を継続して支えていくことができます。こ
れにより、子どものよさや可能性をより伸ば
す指導や例えば中学校段階で生活上の問題が
発生した場合も、過去の状況を踏まえた対応
となるなど、より多様な視点からきめ細かな
指導に繋がるものと認識しています。
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26

義務教育学校の設置方針の条件として、「小
中学校の校区が概ね一致していること」とし
ているが真駒内中学校の校区は駒岡小学校及
び真駒内公園小の校区も一部含んでおり、校
区が概ね一致とは言えないのではないか。

小中学校の校区が概ね一致しているとは、中
学校区と小学校区が整合しているか否かを指
しており、真駒内地区の場合、桜山小学校と
駒岡小学校の校区と真駒内中学校の校区がほ
ぼ一致していることから、方針に定める校区
が概ね一致に該当いたします。

27

文科省が示した「小中一貫した教育課程の編
成実施に関する手引き」（平成28・12・
26）による「制度の3類型」の説明と違うの
はなぜか。

札幌市においては、異なる設置者による小中
一貫教育を行う連携型小中学校の設置を想定
していないため、その説明を省略しておりま
す。

28

「義務教育学校」「小中一貫型小学校・中学
校」のいずれであっても「施設一体型」「施
設隣接型」「施設分離型」で設置可能（文科
省・手引き）との説明を加えるべき。

資料の記載や今後の説明会の内容の検討にあ
たって参考にさせていただきます。

29

義務教育学校の設置により、札幌市全体の小
中一貫した教育の更なる推進を図ることがで
きることについて、以下の２点をもとに教育
委員会として説明を尽くすべき。
①真駒内地区の「小中一貫した教育」につい
ての具体的な実践例やその成果や課題
②それらの成果と課題から導き出される真駒
内桜山小学校と真駒内中学校を義務教育学校
に改編する必然性

小中一貫した教育については、モデル校での
取組の中で児童生徒に対するアンケートを実
施しており、学習や生活への効果について、
小学生は約８割、中学生は約６割が効果を感
じており、進学への不安の解消については、
小中学生ともに約８割の子どもが効果を感じ
ているという結果となっております。
小中学校が一体となる義務教育学校において
は、小中学校の枠を超えて教員が指導を行う
ことや、９年間の連続した学びの展開などの
具体的な取組に着手しやすいことから、通常
の小中学校に比べ効果的に取組を実施するこ
とができるものと認識しております。
このため、「札幌市における義務教育学校の
設置方針」に基づき、より良い学習環境の整
備に向け、真駒内桜山小学校と真駒内中学校
を義務教育学校とすることといたしました。

30

資料中にある調査結果は「小中一貫教育の成
果」であり、義務教育学校ではない学校形態
であっても、本調査と同様な「小中一貫教育
の成果」を得られると理解してよいか。

そのとおりです。但し、平成26年度に文部
科学省が行った調査においては、小中一貫教
育を行うに当たっては、校長が１人である方
がより効果が高く、校舎が一つである方がよ
り効果が高いとの結果となっております。

31
新校舎には児童会館を併設してほしい。 新校舎には児童会館を併設する予定です。
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32

児童生徒の安全面や路上駐車防止のために学
校用地の西側の泉町公園の公道を廃止してほ
しい。

今後、学校やPTA、地域の方と相談しなが
ら、必要に応じて関係部署と協議してまいり
ます。

33

札幌市の小中一貫した教育の目的達成につい
ては以下の取組が必要と考えるがいかがか
〇学級定数を改善し現在より更なる少人数学
級を推進する条件整備を行う。
〇市独自で配置できる教職員数を大幅に増や
す。
〇教育に関わる家計支出を軽減し「無償化」
を目指す施策の拡充・強化
〇学校規模適正化による機械的な学校統廃合
を見直す。

34

ひとりの校長の下に小学校と中学校が合体し
大規模化することで、校内における連絡や調
整が多くなるとともに重要性も増すと考えら
れる。義務教育学校を開設するのであれば配
置基準に加え、別途教職員を追加配置すべき
ではないか。

35

義務教育学校設置後に問題が発生した場合
は、現場の教職員が負うことのないよう市教
委が先頭に立って検証し改善するなどの対応
が必要。

学校種に関わらず、学校における諸問題につ
きましては、学校と教育委員会が連携を図り
ながら、対応を進めてまいります。

義務教育学校を含めた小中一貫した教育につ
いては、現行の仕組みの中でも十分に効果を
発揮できるものと認識しております。
一方で、少人数学級の推進や教職員定数の
増、教育費の負担軽減については、重要な視
点であると考えておりますので、引き続き国
への要望も含めて検討を進めてまいります。
学校規模の適正化は、子どもたちにとってよ
り良い教育環境を整えるため、「札幌市立小
中学校の学校規模の適正化に関する基本方
針」に基づき進めております。今後も、子ど
もたちや保護者、地域の方々の声を受け止め
ながら、より良い教育環境を整えていきま
す。


